
更生保護のあり方を考える有識者会議（第１２回）

平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ ３ 日 （ 木 ） 説 明 資 料 （ １ ） － １

執 行 猶 予 者 保 護 観 察 制 度 の 運 用 の 実 情 に つ い て

最 高 裁 判 所 事 務 総 局 刑 事 局 第 ２ 課 長 伊 藤 雅 人

１ 対 象 者 選 択 に つ い て

保 護 観 察 付 き 執 行 猶 予 判 決 の 言 渡 し の 割 合 （ 平 成 １ ６ 年 ）

※ い ず れ も 最 高 裁 刑 事 局 ・ 平 成 １ ６ 年 に お け る 刑 事 事 件 の 概 況 （ 上 ） に よ る 。

終局人員 死刑 懲役 禁錮 罰金 拘留・科料 無罪 公訴棄却 その他
95,699 14 86,022 4,244 2,472 43 113 190 2,601

通常第１審における終局人員の終局区分（地簡裁総数）
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懲役禁錮総数 実刑 単純執行猶予 保護観察付
90,266 33,563 51,524 5,179

通常第１審における懲役禁錮の実刑，単純執行猶予及び保護
観察付の割合（地裁簡裁）
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 対 象 者 の 選 択
【 モ デ ル Ⅰ 】 【 モ デ ル Ⅱ 】

○ 平 成 １ ７ 年 ９ 月 ～ １ １ 月 に 東 京 地 裁 で 言 い 渡 し た 判 決 ６ ４ 件 の 分 析
・ 量 刑 理 由

１ ３ 件 は 実 刑 の 可 能 性 に 言 及
３ １ 件 は 実 刑 の 可 能 性 に 言 及 せ ず
残 り の ２ ０ 件 は 量 刑 理 由 な し

・主刑期間，執行猶予期間の分布
執 行 猶 予 期 間 合 計

猶 予 ３ 年 以 下 猶 予 ４ 年 猶 予 ５ 年

～ １ 年 ６ 月 14 11 6 31

主 刑 ～ ２ 年 ６ 月 3 10 5 18

～ ３ 年 1 6 8 15

合 計 18 27 19 64

○ 東 京 地 裁 裁 判 官 に 対 す る ア ン ケ ー ト 結 果
→ 大 方 は ， 執 行 猶 予 事 案 の う ち ， 本 人 の 資 質 や 更 生 環 境 等 を 考 慮 し て 更 生 の
た め 保 護 観 察 所 の 指 導 監 督 が 必 要 か と い う 観 点 か ら 判 断 し て い る と 回 答 。

→ 執 行 猶 予 か 実 刑 か 迷 う 事 案 に つ い て ， 本 人 の 適 性 を 考 慮 し た 上 で 保 護 観 察
に 付 す る こ と が あ る と の 回 答 も あ り 。

２ 保 護 観 察 付 き 執 行 猶 予 の 裁 量 的 取 消 し に つ い て
○ 東 京 地 裁 ２ 年 分 の 事 例

→ １ ４ 件 の み
→ そ の 全 て が ， 執 行 猶 予 期 間 満 了 直 前 に 起 訴 さ れ た 事 例

○ 東 京 地 裁 裁 判 官 に 対 す る ア ン ケ ー ト の 結 果
→ 執 行 猶 予 の 裁 量 取 消 し を 担 当 し た こ と の あ る 裁 判 官 が そ も そ も 少 な い 。
→ 猶 予 期 間 満 了 が 切 迫 し た 時 期 に 再 犯 を 理 由 と し て 請 求 す る 例 が ほ と ん ど で
あ り ， ほ と ん ど の 場 合 認 容 さ れ て い る 。

３ 感 想
○ 保 護 観 察 の 実 態 に 関 す る 情 報 の フ ィ ー ド バ ッ ク の あ り 方 に つ い て
・ 保 護 観 察 の 成 績 の 報 告 （ 刑 訴 規 則 ２ ２ ２ 条 の ３ ）
・ 裁 判 所 と 保 護 観 察 所 の 連 絡 協 議 会
・ 更 生 保 護 の あ り 方 を 考 え る 有 識 者 会 議 」 の 中 間 報 告「

○ 執 行 猶 予 者 保 護 観 察 法 の 改 正
○ 裁 量 的 取 消 事 由 に つ い て
・ そ の 情 状 が 重 い と き 」 の 要 件「
・ 執 行 猶 予 期 間 満 了 直 前 に 起 訴 さ れ た 事 例 の 扱 い
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